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Ⅰ 趣旨 

 

児童の健全育成とその健康の増進を図る児童館業務と、あわせて身体障がい者に対す

る機能訓練、文化的活動等を行う施設である伊東市児童・身体障害者福祉センターはば

たき並びに児童館業務を行う伊東市玖須美児童館について、伊東市公の施設に係る指定

管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年伊東市条例第３４号）第２条の規定に

基づき、当該施設（以下「指定施設」という。）の設置目的を一体的かつ効果的に達成す

ることができる指定管理者を募集します。 

 

Ⅱ 事業内容に関する事項 

 

１ 事業の概要 

 ⑴ 指定施設の概要 

  ア 伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき（以下「はばたき」という。） 

   (ｱ) 所在地      伊東市松原６２２番地の１２ 

   (ｲ) 建設年月日    平成８年１１月３０日 

   (ｳ) 施設の規模等 

    ・ 延床面積    １，８６７．８５㎡ 

    ・ 構  造    鉄筋コンクリート造地下１階地上３階建 

            地下１階 駐車場、変電室、ボイラー室他 ３９０．３４㎡ 

              １階 ５４８．６７㎡ 

                （共用部分） 

                 事務室、ホール、便所他  ２３０．０９㎡ 

                （児童センター部分） 

                 遊戯室、体育室      １７６．０５㎡ 

                （身体障害者福祉センター部分） 

                 浴室、脱衣室、作業所（喫茶、売店）、静養室 

                              １４２．５３㎡ 

             ※ 作業所及び静養室については、その運営母体である社会

福祉法人クープに単年度更新で建物の一部使用を許可して

います。 

              ２階 ４８７．０８㎡ 

                （共用部分） 

                団体活動室、相談室、便所、倉庫、ホール・ロビー他 

                              ２２２．６３㎡ 

                （児童センター） 

                 図書室           ６２．１３㎡ 

                （身体障害者福祉センター部分） 

                 日常生活訓練室、社会適応訓練室、作業室 
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                             ２０２．３２㎡ 

              ３階 ４１４．２０㎡ 

                （共用部分） 

                 集会室（食堂）、視聴覚室、録音室、静養室、便所 

                 ホール・ロビー、倉庫    ３３８．２４㎡ 

                （身体障害者福祉センター部分） 

                 調理室     ７５．９６㎡ 

              PH階 ２７．５６㎡ 

    ・ 附帯施設 水 道  市水道 

           ガ ス  都市ガス 

           下水道  公共下水道 

           園 庭  遊具（ブランコ、総合遊具、砂場、鉄棒、ジャングル

ジム） 

  (ｴ) デイサービス事業の定員 障害者デイサービス事業（以下「デイサービス事業」

という。）について、利用定員は、１日当たり、おおむね１５人 

イ 伊東市玖須美児童館（以下「玖須美児童館」という。） 

   (ｱ) 所在地      伊東市和田一丁目４番１０号 

   (ｲ) 建設年月日    昭和５８年３月１９日 

   (ｳ) 施設の規模等（登記面積） 

    ・ 延床面積     ２００．１５㎡ 

    ・ 構  造     鉄筋コンクリート造 ２階建 

    ・ 附帯施設 水 道   市水道 

           ガ ス   都市ガス 

           下水道   公共下水道 

 ⑵ 指定管理者が行う業務 

  ア 児童福祉施設 

   (ｱ) 健全な遊びを通じて児童の集団的及び個別的な指導に関すること。 

   (ｲ) 母親クラブ等の地域組織活動の育成助長に関すること。 

   (ｳ) 運動に親しむ習慣の形成に関すること。 

   (ｴ) 体力増進指導を通じて社会性を伸ばし、心と身体の健康づくりに関すること。 

  イ 身体障害者福祉施設 

(ｱ) デイサービス事業 

あ 機能訓練に関すること。 

  い 社会適応訓練に関すること。 

  う 福祉・相談等に関すること。 

  え レクリエーションに関すること。 

    お 創作活動に関すること。 

    か 入浴・給食・送迎の各サービスに関すること。 

(ｲ) 身体障がい者関係福祉団体の運営について、適切な助言・指導、各種会合等に必

要な便宜を図る事業 

(ｳ) 身体障がい者の福祉の増進を図るためのボランティア養成等の事業及び身体障
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がい者又は地域住民に対する啓発の事業 

(ｴ) 上記のほか、市長が必要と認める事業 

  ウ 共通業務 

(ｱ) 指定施設の利用の許可に関すること。 

(ｲ) 施設及び設備の維持管理に関すること。 

 ⑶ 管理に係る人的体制 

  ア 児童福祉施設 

   (ｱ) 伊東市中央児童館  館長１人、児童厚生員６人 

   (ｲ) 玖須美児童館 館長１人、児童厚生員４人 

   (ｳ) 館長は、伊東市中央児童館及び玖須美児童館を兼務することができますが、他

の職員は原則として専任とすること。 

   (ｴ) 開館日において、伊東市中央児童館では３人以上、玖須美児童館では２人以上

の児童厚生員が従事する体制とすること。 

   (ｵ) 職員の２人以上は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚

生省令第６３号）第３８条に規定する児童の遊びを指導する資格を有すること。 

   (ｶ) 現在の児童厚生員１０人が継続雇用を希望する場合は、継続雇用するよう努め

ること。 

  イ 身体障害者福祉施設 

(ｱ) 管理者（他施設との兼務可）        １人 

(ｲ) 生活支援員（入浴介助員を含む。）      ５人以上（３人以上は常勤とする。） 

  (ｳ) 看護職員                 １人 

(ｴ) 調理員                  １人 

(ｵ) 理学療法士、作業療法士又は機能訓練指導員 １人 

※機能訓練指導員は、日常生活を営む上で必要な機能の減退を防止するための訓 

練を行う能力を有する看護師その他の者とします。 

(ｶ) 嘱託医（医療機関等との兼務可）      １人 

  ウ 共通業務 

    Ⅱ－１－⑵－ウに係る事務を行う者（当該事務を主たる業務とし、その他業務と

の兼務を妨げません。）を１人配置すること。 

 ⑷ 管理の基準 

  ア 開館時間 

    午前９時から午後１０時までとします。ただし、児童福祉施設の利用時間は伊東

市立児童館条例（昭和５８年伊東市条例第１号）第４条に規定するとおりとします。

また、デイサービス事業の利用時間は、午前９時から午後３時までとします。 

  イ 休館日 

    １２月２８日から翌年１月３日までとします。ただし、デイサービス事業は、こ

れに加えて日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日を休業日とします。 

  ウ 上記ア及びイにかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長

の承認を得て利用時間及び休館日を変更することができます。また、デイサービス

事業については、市長が特に必要と認めるときは、利用時間及び休業日を変更する
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ことができます。 

 ⑸ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とします。 

 ⑹ 事業の計画 

   現行の事業を継承し、毎年度３月末日までに翌年度の事業計画、事業予算及び人員

配置を策定し、提出すること。なお、人員配置計画はⅡ－１－⑶の「管理に係る人的

体制」を基本にして策定すること。 

 ⑺ 備品の管理 

ア はばたき及び玖須美児童館で現に使用している市の備品は、無償貸与とします。 

イ 備品の維持管理は、指定管理者が行います。 

 ⑻ 利用料 

   冷暖房その他特別の施設を使用するときは、利用料負担がありますが、その額は伊

東市児童・身体障害者福祉センターはばたき条例施行規則（平成８年伊東市規則第１

９号）で定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額とします。 

 ⑼ 管理に係る経費 

  ア 指定管理者には、Ⅱ－１－⑵に示す業務を行うための管理経費を予算の範囲内で

支払います。 

  イ 支払方法等詳細については、指定管理者指定後協議し、協定に定めます。 

  ウ 指定の期間中の各年度の支払額を予定するため、はばたき及び玖須美児童館に係

る収支予算書を以下のとおり作成すること。 

   (ｱ) はばたき及び玖須美児童館の管理に係る収支予算書は、指定の期間全体の収支

予算書と、令和８年度から令和１２年度までの毎年度の収支予算書を作成するこ

と。 

   (ｲ) 指定管理料は、次の表に掲げる額を上限として作成すること。（表中の業務区

分はⅡ－１－⑵に示す各業務とする。）ただし、額を約束したものではありません。 

（単位：千円）   

年度 業務区分 金額 

令和８年度 

ア 児童福祉施設 １６，５０１  

イ 身体障害者福祉施設 ４２，８９０  

ウ 共通業務 ２１，３２９  

計 ８０，７２０  

令和９年度 

ア 児童福祉施設 １６，９３８  

イ 身体障害者福祉施設 ４４，１８０  

ウ 共通業務 ２１，５５２  

計 ８２，６７０  

令和１０年度 

ア 児童福祉施設 １７，３８８  

イ 身体障害者福祉施設 ４５，４７５  

ウ 共通業務 ２１，７８２  

計 ８４，６４５  

令和１１年度 ア 児童福祉施設 １７，８５２  
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イ 身体障害者福祉施設 ４６，８９７  

ウ 共通業務 ２２，０１９  

計 ８６，７６８  

令和１２年度 

ア 児童福祉施設 １８，３３０  

イ 身体障害者福祉施設 ４８，３２７  

ウ 共通業務 ２２，２６３  

計 ８８，９２０  

                                

   ・ 指定の期間中、特別な事情により生じたⅡ－１－⑵に示す業務に係る管理経費

以外の経費については、別途協議することとし、収支予算書に含めないこと。 

   ・ 指定施設の冷暖房その他特別の設備の利用料（伊東市児童・身体障害者福祉セ

ンターはばたき条例（平成８年伊東市条例第１７号）第１０条第１項ただし書に

規定する費用）及びデイサービス事業の利用に係る食費や生産活動・創作活動に

要する費用等（同条例第１０条の２第３項に規定する特定費用）は、指定管理者

の収入とし、デイサービス事業に係る利用者負担金（同条第１項に規定する利用

者負担額）は、市の歳入とします。 

   ・ 現在使用している喫茶室、厨房、売店コーナー及び静養室並びに伊東市幼児こ

とばの教室の使用する光熱水費は、指定管理者の負担とします。 

   ・ デイサービスの利用に係る食費のうち人件費相当分は、市が負担します。 

   ・ デイサービスの利用に係る車両（３台）に関わる全ての費用は、指定管理者の

負担とします。 

   ・ Ⅱ－１－⑸に示す指定期間中に発生した天災、物価の上昇、制度の改正等によ

り、上限額を越える可能性がある場合は、別途協議するものとします。 

 

 

２ 事業の適正な実施に関する事項 

 ⑴ 業務の委託 

   指定管理者は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはなりません。 

 ⑵ 法令の遵守 

   指定管理者は、指定施設の設置目的を踏まえ、本募集要項・仕様書のほか、次に掲

げる法令、条例のほか関係する法令等に基づき実施する。 

ア 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他の労働関係法令 

イ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

ウ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

エ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号） 

オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号） 

カ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

キ 伊東市立児童館条例 

ク 伊東市立児童館条例施行規則（昭和５８年伊東市規則第２号） 
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ケ 伊東市児童・身体障害者福祉サービスセンターはばたき条例 

コ 伊東市児童・身体障害者福祉サービスセンターはばたき条例施行規則 

サ 伊東市障害者デイサービス事業実施要綱（平成８年伊東市告示第１１０号） 

シ 伊東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例 

ス 伊東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成１

６年伊東市規則第２２号） 

セ 伊東市暴力団排除条例（平成２４年伊東市条例第１９号） 

 ⑶ 利用者の安全対策の徹底 

指定管理者は、利用者の安全確保に努めること。 

特に感染症対策には注意し、指定施設において感染症患者が発生した場合は市と協

議し、その対応を行うこと。 

 ⑷ 事業の報告等 

  ア 事業報告書の提出 

    指定管理者は、毎年度の末日から６０日以内に管理業務に関する以下に掲げる事

項を記載した事業報告書を提出する。 

   (ｱ) 当該年度の事業の状況 

   (ｲ) 当該年度における収支決算書 

   (ｳ) 当該年度末における財産目録 

   (ｴ) 当該年度末における職員名簿及び当該年度における職員の異動状況報告書 

   (ｵ) その他市長が特に必要と認める事項 

  イ 業務報告の聴取等 

   (ｱ) 指定施設の適正な管理運営を期するため、管理運営の状況に関し、定期（１か

月に一度）又は必要に応じて臨時に、報告を求め、実地調査又は必要な指示を行

います。 

   (ｲ) 業務報告の聴取等の結果、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断し

た場合、是正勧告を行い、改善が見られないときは、業務の停止又は指定の取消

しの措置を行うことがあります。 

 ⑸ リスク分担 

市と指定管理者とのリスク分担は、次の表のとおりとします。 

ただし、次に定める事項で疑義がある場合又は定めのない事項が生じた場合は、市

と協議の上、リスク分担を決定します。 

項目 内容 市 指定管理者 

施設・設備等の修繕 

管理上の瑕疵による施設・設備等の損傷  ○ 

経年劣化等による施設・設備等の損傷等  ○ 

経年劣化等による施設・設備等の損傷等で

大規模なもの 
○  

施設等の更新等 施設・設備等の増設、改築、更新等 ○  

利用者等への損害賠償 

市の責めに帰すべき事由によるとき ○  

指定管理者の責めに帰すべき事由による

とき 
 ○ 
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 上記以外の事由によるとき 協議 

情報管理 管理上の瑕疵による情報漏えい  ○ 

引継費用 
管理運営業務の開始及び終了に伴う引継

のための費用 
 ○ 

災害復旧に係る費用 災害により損失した施設・設備の復旧費用 ○  

第三者行為による損失 
第三者行為により損失した施設・設備の修

繕等 
 ○ 

管理運営の中止・中断 

指定管理者の責めに帰すべき事由による

とき 
 ○ 

上記以外の事由によるとき 協議 

法令等の変更 管理運営に影響を与える法令等の変更 協議 

３ 事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項 

 ⑴ 協定の解釈についての疑義又は協定に定めのない事項 

   市と指定管理者は誠意をもって協議するものとします。 

 ⑵ 指定管理者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合の措置 

  ア 市は、指定管理者の指定を取り消します。 

  イ 市に生じた損害は、指定管理者が賠償するものとします。 

ウ 指定管理者は、次の指定管理者が円滑にはばたき及び玖須美児童館の業務を遂行

できるよう施設又は設備を速やかに原状に回復しなければなりません。 

 ⑶ その他の事由により事業の継続が困難となった場合 

  ア 災害その他不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由

により、業務の継続が困難になったときは、事業継続の可否について協議するもの

とします。 

  イ 一定期間内に協議が整わないときは、それぞれ書面により協定を解除できるもの

とします。 

 

４ 避難所開設時の実施事項等 

伊東市が伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき又は伊東市玖須美児童館を避難

所として開設する場合、指定管理者は、以下に示す事項について了承及び実施するもの

とする。 

⑴ 施設の避難所開設判断は、市が実施するものとする。 

なお、市が避難指示を発令し、施設を避難所として開設する判断をした場合は、避難

所としての施設使用を優先するものとする。 

⑵ 避難所運営については、避難所開設時の初動対応は市職員が行い、避難生活の長期

化が見込まれる場合は、地域の自主防災会に引き継ぐものとする。 

なお、指定管理者は、施設の避難所開設に当たり、必要に応じて以下の対応をしなけ

ればならない。 

ア 施設の安全確認について建物・設備等の被災状況チェック 

イ 避難所開設時における施設管理者として施設管理上必要な対応のための職員の配

置（人員数、時間については市と協議） 
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ウ 伊東市（施設所管課）との緊急連絡体制の整備 

エ 施設利用者に対しての利用許可の変更 

オ 市職員との施設の使用方法や資機材保管場所等の連絡調整 

カ その他避難所開設時における必要な対応 

⑶ 避難所の開設及び初動対応は市職員が行うが、それよりも前に自主避難者が避難し

てきて、かつ施設職員が勤務している場合は自主避難者に対して以下の対応を行わな

ければならない。なお、対応については、その都度伊東市（危機対策課）の指示を仰

ぐこととする。 

ア 気象状況等から避難所を開設する可能性がある場合は、自主避難者を施設内の安

全な場所に案内し、避難所が開設されるまで待機させる。 

イ 気象状況等から避難所を開設する見込みがない場合は、帰宅又は親戚・知人宅等

への移動を促す。 

⑷ 避難所開設時の緊急対応業務が円滑に実施できるよう、伊東市（危機対策課）との

連絡を密にし、平時から施設の状況等について情報を共有しなければならない。 

⑸ 避難施設使用経費については以下のとおりとする。 

ア 避難所としての使用に係る人件費（指定管理者職員分）・長期化した場合の光熱水

費などの経費は、必要に応じ実費を精算する。 

イ 避難所として使用した際の破損、汚損については、伊東市が原形復旧を行う。 

⑹ 暑熱避難施設の開設 

熱中症特別警戒アラートが発表されたときには、業務時間中、避難施設として指定

された箇所を開放しなければならない。 

 

Ⅲ 指定管理者の募集（申請）及び選定に関する事項 

 

１ 指定管理者選定スケジュール 

  令和７年８月１日～８月２９日  募集期間 

令和７年９月下旬        選定委員会（応募者プレゼンテーション） 

令和７年１０月         選定結果の通知 

令和７年１２月         議会の議決 

令和８年１月          指定管理者の指定（通知、告示） 

令和８年４月１日        管理業務開始 

 

２ 応募者の参加資格要件 

 ⑴ 応募者の資格等 

   社会福祉事業運営に実績ある団体であること。 

 ⑵ 欠格事項 

   団体又はその代表者が、次の欠格事項に該当しないこと。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準

用する場合を含む。）の規定により伊東市における一般競争入札等の参加を制限され

ている者 
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イ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがあ

る者 

ウ 指定管理者の指定を請負とみなした場合に、地方自治法第９２条の２、同法第１

４２条（同条を準用する場合を含む。）又は同法第１８０条の５第６項の規定に抵触

する者 

エ 市税を滞納している者 

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団やその構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から５

年を経過しない者が代表者や役員である団体 

カ 会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく特別清算の申立てがなされた法人等

及び開始命令がされている法人等 

キ 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破産の申

立てがなされている者 

ク 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定によ

る更生手続開始の申立てがなされている者（同法第４１条第１項の更生手続開始の

決定を受けている者を除く。） 

ケ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定によ

る再生手続開始の申立てがなされている者（同法第３３条第１項の再生手続開始の

決定を受けている者を除く。）   

 

３ 応募の手続について 

 ⑴ 応募予定団体への業務説明会 

  ア 日時 令和７年７月１８日（金）午前１０時から午後３時までの間に時間を調整

して実施します。 

  イ 会場 伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき（伊東市松原 622番地の 12） 

  ウ 参加者 １応募団体につき２人までとします。 

  エ 申込方法 業務説明会への参加を希望する団体は、７月１５日（火）までに「Ⅳ

問合せ先」まで、電話連絡をすること。 

 ⑵ 募集要項に対する質問の受付 

  ア 受付期間 令和７年７月２２日（火）から令和７年７月２４日（木）まで 

イ 受付方法 質問事項（用紙等適宜）を記入の上、電子メール又はファクシミリにて

送付すること。 

 ⑶ 質問に対する回答 

  ア 回答期日 令和７年７月３１日（木）まで 

  イ 回答方法 電子メール又はファクシミリにより回答する。 

 ⑷ 申請受付期間 

   令和７年８月１日（金）から令和７年８月２９日（金）まで 

   ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

   受付は午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 ⑸ 申請受付場所 

   伊東市大原二丁目１番１号  伊東市健康福祉部社会福祉課（郵送不可） 
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   書類の確認を行うので、持参し直接提出すること。 

 ⑹ 提出書類 

  ア 指定管理者指定申請書（第１号様式） 

  イ 事業計画書（第２号様式 様式の要件を満たす書類であれば、様式に代えること

は可） 

  ウ 収支予算書（第３号様式 様式の要件を満たす書類であれば、様式に代えること

は可。また、法人にあっては、法人会計基準によるところとする。） 

  エ 申込み資格を有していることを証する書類 

・ （法人）登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し（法人以外にあっては、

会則等） 

  オ 経営状況を証明する書類 

・ 前事業年度の収支（損益）計算書、賃借対照表及び財産目録 

・ 現事業年度の事業計画書及び収支予算書 

  カ 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類 

  キ 児童館経営の理念 

  ク 児童館職員配置の考え方（施設ごと作成） 

  ケ 児童館人材確保・育成の考え方 

  コ 児童館職員の勤務条件の考え方 

  サ 児童館事業計画書（施設ごと及び業務仕様書２⑴イに基づき作成） 

  シ 児童館サービスの質の確保・向上に関する考え方 

  ス 児童館安全管理についての考え方 

  セ 令和６年度の市税納税証明書（納税義務がある場合） 

 ⑺ 提出部数 

   正本１部及び副本１８部 

・ 提出書類はＡ４サイズとします。 

・ 上記⑹アからセまでの提出書類順に１部ずつファイルに綴じて提出すること。 

・ 提出書類ごとに、インデックス又は付箋を貼付して提出すること。 

 ⑻ その他 

  ア 申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

  イ 追加書類の提出 

    市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがあります。 

  ウ 指定管理者の候補者の選定後、本要項等関係書類の不知及び不明を理由として異

議の申立てはできません。 

  エ 著作権の帰属 

申請書類の著作権は申請者に帰属します。ただし、市は公募により指定管理者の

候補者選定の公表等必要な場合には、申請書類の内容を無償で使用できるものとし

ます。 

なお、申請書類は理由の如何にかかわらず返却しません。 

オ 企画提案説明会（プレゼンテーション） 

日 時 令和７年９月下旬 

   ※ 具体的な日時等については、別途通知する。 
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４ 指定管理者の候補者の選定 

 ⑴ 資格審査 

   募集締切り後、事務局が応募者の参加資格要件を満たしているかについて申請書類

等により資格審査を行います。審査項目については、以下のとおりとします。 

  ア 応募者の資格について（欠格事項の有無についても含む。） 

  イ 管理経費が市の上限額の範囲内であるか。 

  ウ 事業計画について、市が求めるⅡ－１－⑵に定める業務内容を満たしているか。 

 ⑵ 選定委員会による審査 

  ア 伊東市公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱（平成１６年伊東市告示第１４

３号）の規定に基づき、指定管理者選定委員会において審査します。 

  イ 審査は伊東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条に基

づき、同条例第４条に掲げる選定基準に照らし総合的に審査し、審査項目に基づき

採点し、最も高い得点を得た団体を指定管理者として選定します。 

 ⑶ 選定の基準及び審査項目 

  ア 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。 

   (ｱ) 利用者の平等な利用の確保 

   (ｲ) 利用者に対するサービスの向上 

  イ はばたき及び玖須美児童館の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る

経費の縮減が図られるものであること。 

   (ｱ) 施設の効用の最大限発揮 

   (ｲ) 管理経費の縮減 

  ウ はばたき及び玖須美児童館の管理を安定して行う物的及び人的管理を有している、

又は確保する見込みがあること。 

   (ｱ) 施設の適切な維持管理及び運営 

エ 申請団体の経営状況が健全であるとともに、安定した内容となっていること。 

(ｱ) 経営の健全性及び安定性 

 ⑷ 指定管理者の候補者の選定 

   選定委員会からの審査結果の報告を受け、市長が指定管理者の選定を行います。そ

の後、詳細について協議を開始します。 

 ⑸ 選定結果の公表 

選定結果は、令和７年１０月末日までに、応募者に通知します。また、選定の経過

及び結果は、別途、伊東市ホームページ等に公表します。 

 

５ 指定管理者の指定 

 ⑴ 指定管理者の指定手続 

   伊東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条に基づき伊東

市議会の議決を経た後、市長が指定し通知します。ただし、市議会の議決を経るまで

の間に、指定管理者の候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められ

る事情が生じたときは、指定管理者に指定しません。 
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なお、市議会の議決が得られなかった場合及び否決された場合においても、指定管

理者の候補者が施設の運営事業に関して支出した費用等については、一切補償しませ

ん。 

 ⑵ 指定日 

   令和７年１２月に開催が予定される伊東市議会１２月定例会の議決を経て指定しま

す。 

 ⑶ 協定の締結 

   市と指定管理者との協議に基づき協定を締結します。協定は、以下の項目について

定めます。 

  ア 指定期間に関する事項 

  イ 事業計画に関する事項 

  ウ 施設の管理運営業務により生じる収入に関する事項 

  エ 事業報告及び業務報告に関する事項 

  オ 市が支払うべき管理費用に関する事項 

  カ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

  キ 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

  ク その他市長が別に定める事項 

 

Ⅳ 問合せ先 

 

  伊東市健康福祉部社会福祉課障がい福祉係 担当 太田 

  伊東市大原二丁目１番１号 

  電話     ０５５７－３２－１５３２ 

  ファクシミリ ０５５７－３６－０７７５ 

  電子メール  syakai@city.ito.shizuoka.jp 

 

Ⅴ 添付書類 

１ 伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき及び伊東市玖須美児童館指定管理者業務

仕様書 

 ２ 様式 

  ⑴ 第１号様式  伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき及び伊東市玖須美

児童館指定管理者指定申請書 

  ⑵ 第２号様式  伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき及び伊東市玖須美

児童館に関する事業計画書 

 ⑶ 第３号様式  伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき及び伊東市玖須美

児童館の管理に関する業務の収支予算書 

   伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき及び伊東市玖須美

児童館（児童福祉施設）の管理に関する業務の収支予算書 

   伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき及び伊東市玖須美
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児童館（身体障害者福祉施設）の管理に関する業務の収支予算書 

   伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき及び伊東市玖須美

児童館（共通業務）の管理に関する業務の収支予算書 

  ⑷ 児童館経営の理念 

  ⑸ 児童館職員配置の考え方 

  ⑹ 児童館人材確保・育成の考え方 

  ⑺ 児童館職員の勤務条件の考え方 

  ⑻ 児童館事業計画書 

  ⑼ 児童館サービスの質の確保・向上に関する考え方 

  ⑽ 児童館安全管理についての考え方 

 

 


